
公布された規則のあらまし

◇鳥取県立保育専門学院学則の一部改正について

１ 規則の改正理由

厚生労働省が定める指定保育士養成施設の指定及び運営の基準の改正等に伴い、所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 教養科目のうち、スポーツ学及びスポーツ実技は、必ず選択する旨明示する。

(２) 選択必修科目のうち、保育実習に関する科目の選択方法を改める。

(３) その他所要の規定の整備を行う。

(４) 施行期日は、公布日とする。


